
2022年１０月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます…２・３　
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社会保険あきた／４年8･9月／2 社会保険あきた／４年8･9月／3

日本年金機構からのお知らせ

2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の
社会保険の加入が義務化されます

被用者保険の適用拡大の意義

企業規模要件（従業員数のカウント方法）

スケジュール（従業員数101人～500人企業の場合）

１．被用者にふさわしい保障の実現

２．働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築

３．社会保障の機能強化
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https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

社会保険あきた／４年8･9月／4 社会保険あきた／４年8･9月／5
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社会保険あきた／４年8･9月／6 社会保険あきた／４年8･9月／7

秋田県社会保険協会からのお知らせ

健康経営について

Ｑ 当社は、協会けんぽの「健康経営宣言」を実施してます。
しかし、社員の一人ひとりに「健康経営」が浸透してお
らず、健康づくり担当者止まりとなっています。どのよ
うに浸透させていけばよいでしょうか？

Ａ　　　　

※健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

「
父
の
言
葉
に
感
謝
!!
」

主催／社会保険協会本荘支部　共催／本荘地区社会保険委員会

秋田県社会保険協会本荘支部では、本年度の健康づくり事業の一環として本荘地区社会
保険委員会との共催のもと、次のとおりレクリエーションパークゴルフ大会を開催します。
・社会保険協会本荘支部の会員事業所の皆様には、参加申込案内を同封しております。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止となる場合もあります。

　　●日　　時 令和４年10月１日（土）受付開始12時30分
　　●会　　場 八塩パークゴルフ場（由利本荘市東由利田代字沢中41-6）
　　●申込方法 同封の大会参加申込書により、令和４年９月16日（金）までにFAXまたは郵送で、
　　　　　　　　　一般財団法人秋田県社会保険協会あてお申込み願います。

支部からの
お知らせ

秋田県社会保

支支支支支部支支 からののの
お知らせ レクリエーションパークゴルフ大会を開催

定年退職後の豊かで健康的な生きがいのあるシニアライフを過ごしていただくためのセミナーを開催します。
ご夫婦での参加も歓迎します。

参　加　資　格

参　加　費　用

申　込　締　切

セミナーの内容

申　込　方　法

秋田県内の年金事務所または全国健康保険協会秋田支部で厚生年金保険・健康保険の適用を受けている事業所
に勤務されている50歳以上の被保険者とその配偶者（夫婦参加可能）及び社会保険委員、人事・厚生担当の方。
※セミナーの内容に興味をお持ちの方は年齢に関係なくご参加いただけます。

●●会員事業所の被保険者の方およびその配偶者 無　　料
●●非会員事業所の被保険者およびその配偶者　　1,000円／1名
参加費用（教材費）については、受付にてお請けし領収書を発行いたします。

令和４年10月14日（金）必着　※ただし、定員（200名）になり次第締め切らせていただきます。

①シニアライフの生活を支える年金制度と医療保険のしくみと手続き
②ライフプランと生きがい（生きがいのある生活を築くために）
③家庭経済プラン（これからの家計プランの作成方法）
※セミナーの内容は、変更される場合があります。

参加申込書（コピー可）に必要事項をご記入のうえ、（一財）秋田県社会保険協会へ郵送またはFAXにてお申し込
みください。

駐車場は混雑することが予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用下さい。

申込み・問合せ先 〒010-0001 秋田市中通６-７-９   ℡ 018-831-6205  FAX 018-832-3681秋田県社会保険協会

これからの「不安」を
　　「楽しみ」に変える３時間

そ　　の　　他

● 日　時　令和４年11月７日（月）午後1時30分～4時30分（受付：午後１時00分～）
● 場　所　あきた芸術劇場ミルハス 中ホール（秋田駅下車・徒歩10分）TEL （018）838－5822（直通）

年金シニアライフセミナー年金シニアライフセミナー年金シニアライフセミナー
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第202回　気になる鼻の症状
　季節性アレルギー性鼻炎で特に症状の出るものです。涼しくなって鼻水が出始める
と風邪と間違えることもありますが、倦怠感もないのに水っぽい鼻水が多い時には秋
のアレルギー性鼻炎を疑ってみましょう。また、鼻に関する症状はいろいろあります
ので代表的なものをご紹介します。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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自己判断することなく、気になる症状は専門医を受診することをお勧めします


